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44．．離離婚婚時時のの年年金金分分割割  

 

 離婚時の厚生年金の分割制度は、離婚をした場合において、当事者間

の合意や裁判手続きにより按分割合を定め、その当事者の一方からの請

求によって、婚姻期間の保険料納付記録を当事者間で分割することがで

きる制度です。 

  

（1）情報提供の請求手続き 

 分割のための按分割合を決めるために必要な情報を把握しておきた

い当事者は、社会保険庁に対して必要な情報の提供を請求することがで

きます。情報提供の内容は、分割の対象となる期間、その期間に係る当

事者の各保険料納付記録、按分割合の範囲等です。 

 

 

【請求者】当事者双方又は一方 

【請求先】請求者の住所地を管轄する社会保険事務所 

【必要物】①年金分割のための情報提供請求書 

②請求者本人の年金手帳、国民年金手帳又は基礎年金番号

通知書 

③戸籍謄本（全部事項証明書）、当事者それぞれの戸籍抄

本（個人事項証明書） 

④事実婚関係にある期間に係る情報提供を請求する場合

は、事実婚関係を明らかにすることができる書類（世帯

全員の住民票の写し等） 

【請求期限】なし（但し、年金分割の請求には期限がある） 

情報提供の請求手続き





（2）年金分割の請求手続き 

 当事者間における合意又は裁判手続きにより按分割合を定めたとし

ても、実際に当事者それぞれの厚生年金の分割が行われるためには、分

割改定の請求が必要です。 

 

 

【請求者】当事者双方又は一方 

【請求先】請求者の住所地を管轄する社会保険事務所 

【必要物】①標準報酬改定請求書（離婚時の年金分割の請求書） 

②請求者本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号

通知書 

③戸籍謄本（全部事項証明書）、当事者それぞれの戸籍抄

本（個人事項証明書） 

（注）事実婚関係にある期間に係る情報提供を請求する場

合は、事実婚関係を明らかにすることができる書類

（世帯全員の住民票の写し等） 

④1 ヶ月以内に作成された当事者の生存を証明することが

できる書類（戸籍抄本、住民票の写し等） 

（注）③の書類で確認できる場合は不要 

⑤当事者の一方が死亡した場合は、死亡者の死亡の事実及

び死亡年月日を証明することができる書類（戸籍抄本、

住民票の写し等） 

（注）③の書類で確認できる場合は不要 

⑥按分割合が記載された次に掲げるいずれかの書類 

・当事者間の話し合いによる合意により定めたとき 

公正証書の謄本もしくは抄録謄本又は公証人の認証を

受けた私署証書 

・裁判手続きにより定めたとき 

審判（判決）の場合は審判（判決）書の謄（抄）本及

び確定証明書、調停の場合は調停調書の謄（抄）本 

年金分割の請求手続き



【請求期限】原則として離婚が成立した日から 2 年以内 

（注）裁判手続きにより按分割合が定められたときに既

に 2 年を経過していた場合等については特例あり。 

 

 

＜手続きの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

情報提供の請求  

情報の提供  
（通知）  

当事者間の話し合い

合意したとき  合意できないとき

公正証書の作成等裁判所への申立

年金分割の請求  

保険料納付記録の改定等

（通知）  





 

≪ワンポイントアドバイス≫ 

～離婚時の年金分割は 2 通り～ 

離婚時の年金分割には、以下の 2 通りがあります。なお、いずれの場

合も、分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保

険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。 

 

（1）離婚時の厚生年金の分割制度（平成 19 年 4 月～） 

  平成 19 年 4 月以降に離婚が成立した場合、婚姻期間中（離婚成立

以前の婚姻期間を含む）の厚生年金の保険料納付記録（夫婦の合計）

を分割することが認められます。当事者間の協議により按分割合（分

割を受ける側の分割後の持分割合）について合意がまとまらない場合

は、当事者の一方の請求により裁判手続により按分割合を定めること

ができます。按分割合の上限は 50％です。 

 

（2）離婚時の第 3 号被保険者期間についての厚生年金の分割制度（平

成 20 年 4 月～） 

  平成 20 年 4 月以降の第 3 号被保険者期間については、離婚をした

場合に、当事者一方からの請求により、第 2 号被保険者の厚生年金の

保険料納付記録を自動的に 2 分の 1 に分割することができます。 

 

 

 



 

Ⅴ．相続税申告  
  相続税の申告期限は相続開始後 10 ヶ月以内です。随分期間があると

思っていても、あっという間に期限がきます。相続税の申告が必要な場

合には、早めに準備することが重要です。 

  なお、相続税の申告書は、被相続人の純財産額（相続税の特例を適用

しないで算出した財産相続税評価額から債務を差し引いた金額）が相続

税の基礎控除（5,000 万円＋1,000 万円×法定相続人の数）以下の場合

には、提出する必要はありません。 

 

    

【申告者】相続人・受遺者・相続時精算課税適用者 

【申告先】被相続人（死亡者）の死亡時の住所地を管轄する税務署 

【必要物】①相続税申告書（税務署、国税庁ホームページで入手） 

②戸籍謄本…被相続人及び相続人全員（本籍地の市役所等

で取得） 

③印鑑…相続人全員（実印である必要はない） 

④遺産分割協議書の写し又は遺言書の写し、遺産分割調停

調書（遺産分割が成立している場合） 

⑤印鑑証明書…相続人全員（遺産分割協議書による場合） 

⑥申告期限後 3 年以内の分割見込書（遺産分割ができない

場合） 

⑦被相続人の経歴書 

⑧被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写

し（相続時精算課税適用者がいる場合） 

⑨相続税の特例の適用を受ける場合には、その特例に応ず

る必要書類 

⑩その他相続財産の内容に応じた書類 

イ. 不動産…固定資産評価証明書、登記事項証明書（登記

簿謄本）等 

ロ. 預貯金等…相続開始日現在の残高証明書 

ハ. 株式…評価明細書（税務署、国税庁ホームページで入手） 

相続税申告



 

【申告期限・納付期限】相続の開始があったことを知った日の翌日か

ら 10 ヶ月以内 

 

 





 

≪ワンポイントアドバイス≫ 

～相続税申告書を提出しなければならない人～ 

 

①相続税の納付税額が生じる人 

一定金額を超える財産を残した場合に課されるのが相続税です。し

たがって、相続税課税価格の合計額が、相続税基礎控除（5,000 万

円＋1,000 万円×法定相続人の人数）を超え、納付すべき税額が生

じる場合には相続税申告書を提出しなければなりません。 

②特例の適用を受けた結果、相続税がかからない人 

居住用宅地等や事業用宅地等の評価上の特例である「小規模宅地等

の課税価格の計算の特例」の適用を受けた結果、相続税課税価格の

合計額が基礎控除を下回り納付すべき相続税額が算出されない場

合は、相続税申告書の提出が必要です。特例の適用は、申告がその

要件になっているためです。 

また、配偶者の税額軽減の特例の適用を受けた結果、配偶者に納付

すべき税額が生じない場合も、相続税申告書の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪ワンポイントアドバイス≫ 

～相続税の税務調査で問題となる名義預金・名義株～ 

   

相続税申告書提出後、半年後から 1 年半後ぐらいに相続税の税務調査

があります。といっても、必ず税務調査があるわけではありません。相

続財産が多額であるとか、相続財産の内容から調査が必要等、といった

場合に税務調査が行われているようです。 

  相続税の税務調査において調査対象となることが最も多いのが、「名

義預金・名義株」です。 

  例えば、孫名義の預金であっても、実際には亡くなった祖父が自分の

お金を預けたものであり、その預金通帳や印鑑は亡くなった祖父が管理

していた、といったケースは、当該預金を「名義預金」といい、相続財

産に含め相続税の課税対象とする執行が行われることが多いのです。こ

れは、「財産の所有者は実態で判断する。財産の名義だけでは判断しな

い。」という税務上の考え方によるものです。納税者は、「12 年前に祖父

の口座から孫の口座に 100 万円を移転した。本来その時に贈与税の申告

納付をすべきであったが失念した。しかし、贈与税に関しては時効が成

立しているから、この 100 万円（その後の運用益を含めた現時点の預金

額 180 万円）は孫のものであり亡くなった祖父の財産ではない。」と主

張したいところです。これに対し、「それは贈与が行われたのではなく、

単に祖父が孫の名義を借用しただけのことである。名義借用に時効はな

いので、孫名義の預金 180 万円は被相続人の相続財産である。」という

のが税務署の多くの場合の見解です。 

  従って、子供や孫に資産を生前贈与する場合には、将来の相続税調査

の際に税トラブルにならぬよう次の点に留意して下さい。①贈与者と受

贈者の贈与の意思確認 ②贈与移転の事実 ③贈与の証拠 ④贈与後の資

産の管理は受贈者が行う 

  例えば、祖父の上場株式を孫に贈与したにもかかわらず、配当金

は依然として祖父の預金口座に振り込まれている、ということのな

いようにして下さい。  
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